
議案第34号 

 

備前市立保育園設置条例及び備前市立認定こども園設置条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

備前市立保育園設置条例及び備前市立認定こども園設置条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 

 

令和5年2月20日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市立保育園設置条例及び備前市立認定こども園設置条例の一部を改正する条例 

 

(備前市立保育園設置条例の一部改正) 

第1条 備前市立保育園設置条例(平成17年備前市条例第123号)の一部を次のように改正する。 

第6条各号列記以外の部分中「保育料を減免」を「規則で定めるところにより保育料を減額

し、又は免除」に改め、同条に次の1号を加える。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

附則第3項中「当分の間、」を「令和5年3月31日まで」に改める。 

(備前市立認定こども園設置条例の一部改正) 

第2条 備前市立認定こども園設置条例(平成22年備前市条例第13号)の一部を次のように改正

する。 

第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。 

(保育料の減免) 

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより保育料を減額し、

又は免除することができる。 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議
案
第
3
4
号
参
考
資
料
 

備
前
市
立
保
育
園
設
置
条
例
新
旧
対
照
表
(
第

1条
関
係
)
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
保
育
料
の
減
免
)
 

(保
育
料
の
減
免
)
 

第
6
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
保
育
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
6
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
保
育
料
を
減
免
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
。
 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

1
・

2
 
（
略
）
 

1
・

2
 
（
略
）
 

(
保
育
料
の
特
例
)
 

(保
育
料
の
特
例
)
 

3
 

全
園

児
に

係
る

第
5
条

の
規

定
す

る
保

育
料

(
給

食
に

要
す

る
材

料
費

及
び

保
育

に
直
接
必
要
な
保
育
材
料
費
、
炊
具
食
器

費
、
光
熱
水
費
等
の
相
当
額
と
し
て
徴
収

す
る
一
般
生
活
費
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
令
和

5
年
3
月

3
1
日
ま
で
こ
れ
を
徴
収

し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

3
 

全
園

児
に

係
る

第
5
条

の
規

定
す

る
保

育
料

(
給

食
に

要
す

る
材

料
費

及
び

保
育

に
直
接
必
要
な
保
育
材
料
費
、
炊
具
食
器
費
、
光
熱
水
費
等
の
相
当
額
と
し
て
徴
収

す
る
一
般
生
活
費
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
 
 
 
 
こ
れ
を
徴
収

し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

備
前
市
立
認
定
こ
ど
も
園
設
置
条
例
新
旧
対
照
表
(
第
2
条
関
係

)
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

第
6
条
 
（
略
）
 

第
6
条
 
（
略
）
 

(
保
育
料
の
減
免
)
 

 

第
7
条
 
市
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
保
育
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
8
条
 
（
略
）
 

第
7
条
 
（
略
）
 

第
9
条
 
（
略
）
 

第
8
条
 
（
略
）
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